
「区民成年後見人」養成研修について 

 

受講生の選考について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
１．期間 

 令和３年６～１０月の間で 9 日間 
（月２～3 回の頻度、講義は木曜の午前 10 時～午後４時頃）   

２．応募資格 （１）から（７）のすべての条件をみたす方 

（１）年齢 25 歳以上【令和３年４月 1 日現在】 
（２）世田谷区内にお住まいの方 
（３）福祉活動に理解と熱意があり心身ともに健康な方 

（４）原則としてすべての研修に参加できる方（3 コマ以上の欠席は、研修修了扱いとなりません） 
（５）本研修修了後、区民成年後見人の受任や区民成年後見支援員等の活動を行える方 
（６）成年後見等業務の養成研修を有する団体に所属していないこと 

（７）親族以外の後見人等を受任していないこと 
 

 

 

１．申し込み 
     

受講希望の方は電話か FAX（住所、氏名、年齢、電話番号を明記）でお申込みください。 
 

※電話受付時間：午前９時～午後５時（土日、祝日除く）  

 
申込締切：令和３年４月２日（金）   

 

申込受付後、４月第２週に「募集案内」「研修受講申込書類」等を送付いたします。 

 

２．受講生の選考方法  

  
本研修の受講生は、書類と面接の選考の上、決定いたします（受講生は１０名程度） 

※世田谷区社会福祉協議会ホームページ（http://www.setagayashakyo.or.jp）にも同内容を掲載し 

ております。 

 

    世田谷区社会福祉協議会 成年後見センター「えみぃ」 

TEL：6411-3950 FAX：6411-2247 

   

 

世田谷区及び世田谷区社会福祉協議会成年後見センターでは、「地域住民による地域の支えあい」の

考え方に基づき、区民が親族以外の近隣住民の成年後見人となる「区民成年後見人」を養成していま

す。 

「区民成年後見人」は、家庭裁判所の選任を受け、成年後見人として、成年後見センターの監督の

もと、本人（原則として世田谷区民）の生活の支援、財産管理等を行います。 

所在地：成城 6-3-10-3階 



 

 

 


